
大阪市港湾施設条例（昭和３９年大阪市条例第７６号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中第１４号を削り、第１５号を第１４号とし、第１６号から第２８号までを１号

ずつ繰り上げる。

第３条第２項中「前条第１項第１６号」を「前条第１項第１５号」に、「同項第２４号」

を「同項第２３号」に改める。

第４条第１項中「第１４号」を「第１３号」に、「同項第２０号」を「同項第１９号」に、

「同項第２８号」を「同項第２７号」に改め、同条第２項中「第２条第１項第１６号及び第

１７号」を「第２条第１項第１５号及び第１６号」に改める。

第１０条第８項に次の１号を加える。

� 野鳥を捕獲し、又は殺傷すること

第１７条第１項中「、船舶給水施設及びひき船」を「又は船舶給水施設」に改める。

別表第１岸壁の項中「１０円５５銭」を「１０円８５銭」に、「３円５１銭」を「３円６１銭」

に、「７円３銭」を「７円２３銭」に改め、同表係船浮標ドルフィンの項中「４，２４０円」

を「４，３６０円」に、「８，４８０円」を「８，７２０円」に、「１２，７１０円」を「１３，０７０円」に、「１９，０９０

円」を「１９，６４０円」に、「３１，８１０円」を「３２，７２０円」に、「３８，１６０円」を「３９，２５０円」

に、「２，８２０円」を「２，９００円」に、「５，６５０円」を「５，８２０円」に、「１２，７３０円」を「１３，１００

円」に、「２１，２１０円」を「２１，８１０円」に、「２５，４５０円」を「２６，１７０円」に改め、同表コ

ンテナ搬送用台車置場の項中「３７７円」を「３８７円」に改め、同表荷役機械の項中

「４２，５２５円」を「４３，７４０円」に、「４９，８７５円」を「５１，３００円」に改め、同表荷さばき

地の項中「１２円４０銭」を「１２円７５銭」に、「１１円２１銭」を「１１円５３銭」に、「８円１５銭」

を「８円３８銭」に、「７円３１銭」を「７円５１銭」に、「６円１１銭」を「６円２８銭」に、

「３７７円」を「３８７円」に、「３１６円」を「３２５円」に、「１９３円」を「１９８円」に、「１７３円」

議 案 第１９３号

大阪市港湾施設条例の一部を改正する条例案
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を「１７７円」に、「１４２円」を「１４６円」に改め、同表上屋の項中「３５円８４銭」を「３６円

８６銭」に、「２６円８１銭」を「２７円５７銭」に、「３３円６４銭」を「３４円６０銭」に、「２４円５７

銭」を「２５円２７銭」に、「２３円４４銭」を「２４円１０銭」に、「２１円４０銭」を「２２円１銭」

に、「１９円３６銭」を「１９円９１銭」に、「１，０９０円」を「１，１２１円」に、「８１５円」を「８３８

円」に、「１，０１９円」を「１，０４８円」に、「７４４円」を「７６５円」に、「６７２円」を「６９１円」

に、「６１１円」を「６２８円」に、「５４０円」を「５５５円」に改め、同表船客上屋の項中「５４

円２銭」を「５５円５６銭」に、「４４円８５銭」を「４６円１３銭」に、「１０８円」を「１１１円」に、

「８４円」を「８６円」に、「１，６２０円」を「１，６６６円」に、「１，３５５円」を「１，３９３円」に改

め、同表青果物上屋の項中「４９円６１銭」を「５１円２銭」に、「３４円８７銭」を「３５円８６

銭」に、「１，０７２円」を「１，１０２円」に、「１，０４１円」を「１，０７０円」に改め、同表コンテ

ナ用電源設備の項中「２，３４３円」を「２，４０９円」に、「１，９４１円」を「１，９９６円」に、「３，８６７

円」を「３，９７７円」に、「３，０６２円」を「３，１４９円」に改め、同表荷さばき施設附設事務

所の項中「３７円７１銭」を「３８円７８銭」に、「２５円０３銭」を「２５円７４銭」に、「２３円４４銭」

を「２４円１０銭」に、「１，１２１円」を「１，１５３円」に、「７４４円」を「７６５円」に、「６９３円」

を「７１２円」に改め、同表ゲート付荷さばき施設附設事務所の項中「２４円４６銭」を「２５

円１５銭」に改め、同表旅客乗降用渡橋の項中「４８，９３０円」を「５０，３２８円」に改め、同

表木材整理場の項中「１３円７６銭」を「１４円１８銭」に改め、同表貯炭場の項中「８４円６１

銭」を「８７円２銭」に改め、同表船舶給水施設の項中「１３，４００円」を「１３，８２０円」に、

「６７０円」を「６９１円」に、「０．５立方メートル」を「０．４５立方メートル」に、「１８，９００

円」を「１９，４４０円」に、「９４５円」を「９７２円」に改め、「（港湾法第３３条第２項におい

て準用する同法第９条第１項の規定により公告した大阪港港湾区域をいう。以下同

じ。）」を削り、「４７２円」を「４８６円」に改め、同表中ひき船の項を削り、同表有料浮

桟橋の項中「３円５１銭」を「３円６１銭」に、「７円３銭」を「７円２３銭」に、「１０円５５

銭」を「１０円８５銭」に改め、同表有料廃棄物埋立護岸の項中「１，０５０円」を「１，０８０円」

に改め、同表備考第３項中「（昭和３５年法律第１０５号）」を削る。
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別表第２中ひき船の項を削る。

別表第３岸壁の項中「１０円５５銭」を「１０円８５銭」に、「３円５１銭」を「３円６１銭」

に、「７円３銭」を「７円２３銭」に改め、同表荷さばき地の項中「４，２３５円」を「４，３５６

円」に、「４７，０６０円」を「４８，４０４円」に、「７０，２７０円」を「７２，２７７円」に、「９４，１４０円」

を「９６，８２９円」に、「２，８２３円」を「２，９０３円」に、「３１，３７０円」を「３２，２６６円」に、「４６，８４０

円」を「４８，１７８円」に、「６２，７６０円」を「６４，５５３円」に、「２７，２６０円」を「２８，０３８円」

に、「４０，６３０円」を「４１，７９０円」に、「５４，１７０円」を「５５，７１７円」に、「１８，１７０円」を

「１８，６８９円」に、「２７，０９０円」を「２７，８６４円」に、「３６，１１０円」を「３７，１４１円」に、「７，５３８

円」を「７，７５３円」に、「１１，１７０円」を「１１，４８９円」に、「１５，０６０円」を「１５，４９０円」

に、「５，０２５円」を「５，１６８円」に、「７，４５０円」を「７，６６２円」に、「１０，０４０円」を「１０，３２６

円」に、「１，４１１円」を「１，４５１円」に、「９，０８８円」を「９，３４７円」に、「１３，５４０円」を

「１３，９２６円」に、「１８，０５０円」を「１８，５６５円」に、「１７円３３銭」を「１７円８２銭」に、「２６

円５０銭」を「２７円２５銭」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定（ひ

き船及び有料廃棄物埋立護岸に係る部分を除く。）及び別表第３の改正規定は、平

成２６年５月１日から施行する。

（使用料に関する経過措置）

２ この条例による改正後の大阪市港湾施設条例（以下「改正後の条例」という。）

別表第１有料廃棄物埋立護岸の項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る

使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。

３ 改正後の条例別表第１（有料廃棄物埋立護岸の項を除く。）及び別表第３の規定

は、平成２６年５月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係

る使用料については、なお従前の例による。

３



（罰則に関する経過措置）

４ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

平成２６年２月２８日提出

大阪市長職務代理者

大阪市副市長 村 上 龍 一

説 明

ひき船を廃止し、臨港緑地における禁止行為の範囲を改めるとともに、港湾施設の使用料を改

定するため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。
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（設 置）

第２条 本市に次の港湾施設（以下「施設」という。）を設置する。

�－� 省 略

� ひき船

�
�
－�
�

省 略

２ 省 略

（供用日等）

第３条 省 略

２ 前項の規定にかかわらず、第２０条の規定により代行施設（前条第１項第１６号
第１５号

に掲げる臨港道

路のうち有料の部分（以下「有料臨港道路」という。）及び同項第２４号
第２３号

に掲げる港湾労働者休

憩所をいう。以下同じ。）の管理を行うもの（以下「指定管理者」という。）は、代行施設の設

備の補修、点検又は整備、天災その他やむを得ない事由があるときは、あらかじめ市長の承認

を得て、代行施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

３－５ 省 略

（使用等の許可）

第４条 第２条第１項第１号から第１４号
第１３号

までに掲げる施設、同項第２０号
第１９号

に掲げる浮桟橋のうち有

料のもの（以下「有料浮桟橋」という。）又は同項第２８号
第２７号

に掲げる廃棄物埋立護岸のうち有料

のもの（以下「有料廃棄物埋立護岸」という。）を使用しようとする者は、市長の許可を受け

なければならない。ただし、次条第２項の許可を受けたときは、この限りでない。

２ 第２条第１項第１６号
第１５号

及び第１７号
第１６号

に掲げる施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けな

ければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

（行為の禁止）

第１０条 省 略

２－７ 省 略

（参 照） 傍線は削除�
	

太字は改正

大阪市港湾施設条例（抄）

５



８ 第１項に定めるもののほか、荷さばき地のうち市規則で定めるもの及び臨港緑地においては、

次に掲げる行為をしてはならない。

�－� 省 略

� 野鳥を捕獲し、又は殺傷すること

９ 省 略

（使用料等）

第１７条 第４条第１項の規定により使用の許可を受けた者、駐車場を利用する者又は平日（日曜

日、土曜日及び休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をい

う。以下同じ。）並びに１２月２９日から翌年の１月３日までの日以外の日をいう。）に有料臨港道

路を通行する者は、別表第１に定める使用料又は通行料（消費税法施行令（昭和６３年政令第

３６０号）第１７条第２項第３号に規定する船舶（以下「外航船舶」という。）に係る岸壁、係船浮

標、ドルフィン、
又は

船舶給水施設及びひき船の使用の許可を受けた者にあつては、別表第２に

定める使用料）を納付しなければならない。

２－６ 省 略

別表第１（第１７条関係）

岸壁 係留船舶総トン数１トンにつき（総トン数の１トン未満の端数については、

これを切り捨てる。）

係留１２時間まで １０円５５銭
１０円８５銭

ただし、旅客船に限り次の料率による。

係留時間が１時間以内のとき ３円５１銭
３円６１銭

係留時間が１時間を超え２時間以内のとき ７円３銭
７円２３銭

係留時間が２時間を超え１２時間以内のとき １０円５５銭
１０円８５銭

係留時間が１２時間を超えた場合は、その超えた時間１２時間までごとに

係留船舶総トン数１トンにつき７円３銭
７円２３銭

を加算する。

係船浮標ドル

フィン

係留１２時間まで

総トン数１，０００トン未満の船舶 ４，２４０円
４，３６０円

６



総トン数３，０００トン未満の船舶 ８，４８０円
８，７２０円

総トン数５，０００トン未満の船舶 １２，７１０円
１３，０７０円

総トン数１０，０００トン未満の船舶 １９，０９０円
１９，６４０円

総トン数１５，０００トン未満の船舶 ３１，８１０円
３２，７２０円

総トン数１５，０００トン以上の船舶 ３８，１６０円
３９，２５０円

係留時間が１２時間を超えた場合は、その超えた時間１２時間までごとに次

の金額を加算する。

総トン数１，０００トン未満の船舶 ２，８２０円
２，９００円

総トン数３，０００トン未満の船舶 ５，６５０円
５，８２０円

総トン数５，０００トン未満の船舶 ８，４８０円
８，７２０円

総トン数１０，０００トン未満の船舶 １２，７３０円
１３，１００円

総トン数１５，０００トン未満の船舶 ２１，２１０円
２１，８１０円

総トン数１５，０００トン以上の船舶 ２５，４５０円
２６，１７０円

コンテナ搬送

用台車置場

専用使用料

１平方メートルまでごとに １月 ３７７円
３８７円

荷役機械 起重機

１台３０分につき

揚力３０．５トン（電動機、重量物用橋型） ４２，５２５円
４３，７４０円

揚力４０トン（電動機、重量物用橋型） ４９，８７５円
５１，３００円

荷さばき地 １ 一般使用料

１平方メートルまでごとに １日

７



特級 １２円４０銭
１２円７５銭

１級 １１円２１銭
１１円５３銭

２級 ８円１５銭
８円３８銭

３級 ７円３１銭
７円５１銭

４級 ６円１１銭
６円２８銭

２ 専用使用料

１平方メートルまでごとに １月

特級 ３７７円
３８７円

１級 ３１６円
３２５円

２級 １９３円
１９８円

３級 １７３円
１７７円

４級 １４２円
１４６円

上屋 １ 一般使用料

１平方メートルまでごとに １日

高床式

特級 ３５円８４銭
３６円８６銭

１級 ２６円８１銭
２７円５７銭

低床式

特級 ３３円６４銭
３４円６０銭

１級 ２４円５７銭
２５円２７銭

８



２級 ２３円４４銭
２４円１０銭

３級 ２１円４０銭
２２円１銭

４級 １９円３６銭
１９円９１銭

２ 専用使用料

１平方メートルまでごとに １月

高床式

特級 １，０９０円
１，１２１円

１級 ８１５円
８３８円

低床式

特級 １，０１９円
１，０４８円

１級 ７４４円
７６５円

２級 ６７２円
６９１円

３級 ６１１円
６２８円

４級 ５４０円
５５５円

船客上屋 １ 一般使用料

１平方メートルまでごとに １日

� 事務所又は待合所として使用する場合

１級 ５４円２銭
５５円５６銭

２級 ４４円８５銭
４６円１３銭

 集会、展示会その他これらに類する催しのために使用する場合

１級 １０８円
１１１円

９



２級 ８４円
８６円

２ 専用使用料

１平方メートルまでごとに １月

１級 １，６２０円
１，６６６円

２級 １，３５５円
１，３９３円

青果物上屋 １ 一般使用料

１平方メートルまでごとに １日

１級 ４９円６１銭
５１円２銭

２級 ３４円８７銭
３５円８６銭

２ 専用使用料

１平方メートルまでごとに １月

１級 １，０７２円
１，１０２円

２級 １，０４１円
１，０７０円

コンテナ用電

源設備

１ 長さが６．１メートル以下のコンテナのために使用する場合

１個２４時間までごとに ２，３４３円
２，４０９円

ただし、他のコンテナの上部に積み重ねて使用するときは、１個２４時

間までごとに１，９４１円
１，９９６円

とする。

２ 長さが６．１メートルを超えるコンテナのために使用する場合

１個２４時間までごとに ３，８６７円
３，９７７円

ただし、他のコンテナの上部に積み重ねて使用するときは、１個２４時

間までごとに３，０６２円
３，１４９円

とする。

荷さばき施設

附設事務所

１ 一般使用料

１平方メートルまでごとに １日
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特級 ３７円７１銭
３８円７８銭

１級 ２５円０３銭
２５円７４銭

２級 ２３円４４銭
２４円１０銭

２ 専用使用料

１平方メートルまでごとに １月

特級 １，１２１円
１，１５３円

１級 ７４４円
７６５円

２級 ６９３円
７１２円

ゲート付荷さ

ばき施設附設

事務所

１平方メートルまでごとに １日 ２４円４６銭
２５円１５銭

旅客乗降用渡

橋

１台２４時間までごとに ４８，９３０円
５０，３２８円

木材整理場 専用使用料

１平方メートルまでごとに １月 １３円７６銭
１４円１８銭

貯炭場 専用使用料

１平方メートルまでごとに １月 ８４円６１銭
８７円２銭

船舶給水施設 １ 直接給水

基本額 ２０立方メートルまで １３，４００円
１３，８２０円

超過額 １立方メートルまでごとに ６７０円
６９１円

ただし、自動給水施設については、０．５立方メートル
０．４５立方メートル

までごとに２００

円とする。

２ 運搬給水

１１



基本額 ２０立方メートルまで １８，９００円
１９，４４０円

超過額 １立方メートルまでごとに ９４５円
９７２円

ただし、大阪港（港湾法第３３条第２項において準用する同法第９条第

１項の規定により公告した大阪港港湾区域をいう。以下同じ。）外にお

いては１立方メートルにつき運搬距離２キロメートルまでごとに４７２円
４８６円

を加算する。

３ 省 略

ひき船 １ １隻１回１時間につき

３，６００馬力以上 １１５，１９０円

３，２００馬力以上 １１３，５１０円

２，６００馬力以上 ９７，８６０円

２，４００馬力以上 ９２，６１０円

２，０００馬力以上 ８３，３７０円

１，６６０馬力以上 ８２，４３０円

１，５００馬力以上 ７３，６１０円

ただし、１回１時間を超えた場合は、その超えた時間３０分までごとに

上記の金額の半額を加算する。

２ 大阪港外又は荒天の場合は５割、執務時間外の場合は６割をそれぞれ

増徴する。ただし、執務時間外の場合のうち、昼間（備考２、�及び

�に掲げる日の午前９時から午後５時１５分までの間をいう。以下同

じ。）の場合は２割、深夜（午後１１時から翌日午前５時までの間をいう。

以下同じ。）の場合は１２割を増徴する。

省 略 省 略

有料浮桟橋 係留時間が１時間以内の場合

係留船舶総トン数（１トン未満の端数については、これを切り捨てる。

以下この項において同じ。）１トンにつき ３円５１銭
３円６１銭

係留時間が１時間を超え２時間以内の場合
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備考

１－２ 省 略

３ この表の駐車場の項において、「普通自動車」とは、道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第３条に規定する普通自動車をいい、「乗合自動車」とは、同条に規定する大型自動

車で専ら人を運搬する構造のものをいう。

４－５ 省 略

別表第２（第１７条関係）

係留船舶総トン数１トンにつき ７円３銭
７円２３銭

係留時間が２時間を超える場合

係留時間が１２時間以内のとき

係留船舶総トン数１トンにつき １０円５５銭
１０円８５銭

係留時間が１２時間を超えたときは、その超えた時間１２時間までごとに

係留船舶総トン数１トンにつき７円３銭
７円２３銭

を加算する。

有料廃棄物埋

立護岸

専用使用料 廃棄物１トンまでごとに１，０５０円
１，０８０円

省 略 省 略

ひき船 １ １隻１回１時間につき

３，６００馬力以上 １０９，７００円

３，２００馬力以上 １０８，１００円

２，６００馬力以上 ９３，２００円

２，４００馬力以上 ８８，２００円

２，０００馬力以上 ７９，４００円

１，６６０馬力以上 ７８，５００円

１，５００馬力以上 ７０，１００円

ただし、１回１時間を超えた場合は、その超えた時間３０分までごとに

上記の金額の半額を加算する。

２ 大阪港外又は荒天の場合は５割、執務時間外の場合は６割をそれぞれ
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備考 省 略

別表第３（第１７条関係）

岸壁 １ 外航船舶以外の船舶

係留船舶総トン数１トンにつき（総トン数の１トン未満の端数につい

ては、これを切り捨てる。）

係留１２時間まで １０円５５銭
１０円８５銭

ただし、旅客船に限り次の料率による。

係留時間が１時間以内のとき ３円５１銭
３円６１銭

係留時間が１時間を超え２時間以内のとき ７円３銭
７円２３銭

係留時間が２時間を超え１２時間以内のとき １０円５５銭
１０円８５銭

係留時間が１２時間を超えた場合は、その超えた時間１２時間までごとに

係留船舶総トン数１トンにつき７円３銭
７円２３銭

を加算する。

２ 省 略

荷さばき地 １ 基本料

� １級

岸壁又は物揚場への係留１２時間まで

総トン数５５０トン未満の船舶 ４，２３５円
４，３５６円

総トン数３，０００トン未満の船舶 ４７，０６０円
４８，４０４円

総トン数８，０００トン未満の船舶 ７０，２７０円
７２，２７７円

総トン数８，０００トン以上の船舶 ９４，１４０円
９６，８２９円

岸壁又は物揚場への係留時間が１２時間を超えた場合は、その超えた

増徴する。ただし、執務時間外の場合のうち、昼間の場合は２割、深夜

の場合は１２割を増徴する。
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時間１２時間までごとに次の金額を加算する。

総トン数５５０トン未満の船舶 ２，８２３円
２，９０３円

総トン数３，０００トン未満の船舶 ３１，３７０円
３２，２６６円

総トン数８，０００トン未満の船舶 ４６，８４０円
４８，１７８円

総トン数８，０００トン以上の船舶 ６２，７６０円
６４，５５３円

 ２級

岸壁又は物揚場への係留１２時間まで

総トン数５５０トン未満の船舶 ４，２３５円
４，３５６円

総トン数３，０００トン未満の船舶 ２７，２６０円
２８，０３８円

総トン数８，０００トン未満の船舶 ４０，６３０円
４１，７９０円

総トン数８，０００トン以上の船舶 ５４，１７０円
５５，７１７円

岸壁又は物揚場への係留時間が１２時間を超えた場合は、その超えた

時間１２時間までごとに次の金額を加算する。

総トン数５５０トン未満の船舶 ２，８２３円
２，９０３円

総トン数３，０００トン未満の船舶 １８，１７０円
１８，６８９円

総トン数８，０００トン未満の船舶 ２７，０９０円
２７，８６４円

総トン数８，０００トン以上の船舶 ３６，１１０円
３７，１４１円

� ３級

岸壁又は物揚場への係留１２時間まで

総トン数５５０トン未満の船舶 ４，２３５円
４，３５６円

総トン数３，０００トン未満の船舶 ７，５３８円
７，７５３円
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総トン数８，０００トン未満の船舶 １１，１７０円
１１，４８９円

総トン数８，０００トン以上の船舶 １５，０６０円
１５，４９０円

岸壁又は物揚場への係留時間が１２時間を超えた場合は、その超えた

時間１２時間までごとに次の金額を加算する。

総トン数５５０トン未満の船舶 ２，８２３円
２，９０３円

総トン数３，０００トン未満の船舶 ５，０２５円
５，１６８円

総トン数８，０００トン未満の船舶 ７，４５０円
７，６６２円

総トン数８，０００トン以上の船舶 １０，０４０円
１０，３２６円

� ４級

岸壁への係留１時間まで

総トン数５５０トン未満の船舶 １，４１１円
１，４５１円

総トン数３，０００トン未満の船舶 ９，０８８円
９，３４７円

総トン数８，０００トン未満の船舶 １３，５４０円
１３，９２６円

総トン数８，０００トン以上の船舶 １８，０５０円
１８，５６５円

岸壁への係留時間が１時間を超え２時間以内のとき

総トン数５５０トン未満の船舶 ２，８２３円
２，９０３円

総トン数３，０００トン未満の船舶 １８，１７０円
１８，６８９円

総トン数８，０００トン未満の船舶 ２７，０９０円
２７，８６４円

総トン数８，０００トン以上の船舶 ３６，１１０円
３７，１４１円

岸壁への係留時間が２時間を超え１２時間以内のとき
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備考 省 略

総トン数５５０トン未満の船舶 ４，２３５円
４，３５６円

総トン数３，０００トン未満の船舶 ２７，２６０円
２８，０３８円

総トン数８，０００トン未満の船舶 ４０，６３０円
４１，７９０円

総トン数８，０００トン以上の船舶 ５４，１７０円
５５，７１７円

岸壁への係留時間が１２時間を超えた場合は、その超えた時間１２時間

までごとに次の金額を加算する。

総トン数５５０トン未満の船舶 ２，８２３円
２，９０３円

総トン数３，０００トン未満の船舶 １８，１７０円
１８，６８９円

総トン数８，０００トン未満の船舶 ２７，０９０円
２７，８６４円

総トン数８，０００トン以上の船舶 ３６，１１０円
３７，１４１円

２ 滞貨料

船舶の係留前又は離係後に２４時間を超えて貨物が滞留する場合

１平方メートルまでごとに

２４時間を超えて滞留する時間２４時間までごとに１日とし

１５日まで １日につき １７円３３銭
１７円８２銭

１６日以後 １日につき ２６円５０銭
２７円２５銭
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